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１ 神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例（平成22年神奈川県条例第15号）新旧対照表 
 

改    正 現    行 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語 

 の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 地域医療医師育成課程 将来県内において産 

  科（産科の診療を行う産婦人科を含む。）、小 

  児科、麻酔科、外科、内科、救急科及び総合診 

  療を担う診療科（第５号において「地域医療関 

  連診療科」という。）を担当する医師の育成及 

  び確保を図るための医学を履修する課程として 

  学校法人北里研究所、学校法人聖マリアンナ医 

  科大学、学校法人東海大学及び公立大学法人横 

  浜市立大学が設置する大学（以下「大学」とい 

  う。）に置かれる課程をいう。 

 ⑵～⑸ （略） 

 ⑹ 特定臨床研修 医師法第16条の２第１項に規 

  定する臨床研修に関する省令（平成14年厚生労 

  働省令第158号）第３条第１号の基幹型臨床研 

  修病院として医師法第16条の２第１項の規定に 

  よる指定を受けた病院であって、県内に所在す 

  るものが作成した臨床研修プログラムに基づく 

  臨床研修をいう。 

 ⑺ 特定医師業務 県内に所在する指定医療機関 

  における指定診療科を担当する医師の業務をい 

  う。 

 

（修学資金の貸付け） 

第３条 県は、次に掲げる要件のいずれにも該当す 

 る者に修学資金を貸し付ける。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号） 

  第30条の33の13第１項に規定するキャリア形成 

  プログラム（以下「キャリア形成プログラム」 

  という。）を選択し、当該キャリア形成プログ 

  ラムに従い、特定臨床研修及び特定医師業務に 

  特定期間以上の期間従事する意思を有するこ 

  と。 

２・３ （略） 

 

（貸付けの廃止） 

第８条 修学生が次の各号のいずれかに該当する場 

 合には、その該当するに至った日の属する月の翌 

 月分から修学資金の貸付けを廃止する。 

 ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 第６学年時に、キャリア形成プログラムを選 

  択しなかったとき。 

 ⑺ （略） 

 

（債務の当然免除） 

第10条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の 

 いずれかに該当することとなった場合には、返還 

 の債務を免除する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語 

 の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 地域医療医師育成課程 将来県内において産 

  科（産科の診療を行う産婦人科を含む。）、小 

  児科、麻酔科、外科、内科及び救急科     

         （第５号において「地域医療関 

  連診療科」という。）を担当する医師の育成及 

  び確保を図るための医学を履修する課程として 

  学校法人北里研究所、学校法人聖マリアンナ医 

  科大学及び学校法人東海大学         

       が設置する大学（以下「大学」とい 

  う。）に置かれる課程をいう。 

 ⑵～⑸ （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修学資金の貸付け） 

第３条 県は、次に掲げる要件のいずれにも該当す 

 る者に修学資金を貸し付ける。 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 臨床研修を修了した後、引き続いて県内に所 

  在する指定医療機関において特定期間以上の期 

  間、指定診療科を担当する医師の業務に従事す 

  る意思を有すること。            

                        

               

 

２・３ （略） 

 

（貸付けの廃止） 

第８条 修学生が次の各号のいずれかに該当する場 

 合には、その該当するに至った日の属する月の翌 

月分から修学資金の貸付けを廃止する。 

 ⑴～⑸ （略） 

（新規） 

 

 ⑹ （略） 

 

（債務の当然免除） 

第10条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の 

 いずれかに該当することとなった場合には、返還 

 の債務を免除する。 
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 ⑴ 次に掲げる場合のいずれにも該当した場合に 

  おいて、キャリア形成プログラムに従い、特定 

  臨床研修及び特定医師業務          

            に継続して従事した期間 

  （以下「継続従事期間」という。）が、特定期 

  間に達したとき。 

  ア 大学を卒業した日（同日の属する年度内に 

   実施された医師法第９条に規定する医師国家 

   試験に合格しなかった場合にあっては、同日 

   から起算して１年を経過する日）の属する月 

   の末日（災害、負傷、疾病その他規則で定め 

   るやむを得ない事由（以下この条において 

   「災害等」という。）が生じた場合にあって 

   は、知事が定める日）までに特定臨床研修  

                       

                        

                        

                        

                        

                  を受けるこ 

   とが決定し、当該特定臨床研修を修了したと 

   き。 

  イ （略） 

 ⑵   （略） 

２ （略） 

 

（略） 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（神奈川県地域医療医師修学資金貸付条例の一部改 

正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」とい 

 う。）前にこの条例による改正前の神奈川県地域 

 医療医師修学資金貸付条例の規定により神奈川県 

 地域医療医師修学資金の貸付けの決定を受けた者 

 については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が 

 令和２年３月31日までに医療法施行規則（昭和23 

 年厚生省令第50号）第30条の33の13第１項に規定 

 するキャリア形成プログラム（以下「キャリア形 

 成プログラム」という。）を選択したときは、こ 

 の限りでない。この場合において、この条例によ 

 る改正後の神奈川県地域医療医師修学資金貸付条 

 例（以下「新条例」という。）第10条第１項第１ 

 号中「キャリア形成プログラム」とあるのは「修 

 学資金の貸付けを受けた者がキャリア形成プログ 

 ラムを選択した後にあっては同プログラム」と、 

 「、特定臨床研修」とあるのは「、医師法第16条 

 の２第１項に規定する臨床研修に関する省令第３ 

 条第１号の基幹型臨床研修病院として医師法第16 

 条の２第１項の規定による指定を受けた病院が作 

 成した臨床研修プログラムに基づく臨床研修」 

 ⑴ 次に掲げる場合のいずれにも該当した場合に 

  おいて、県内に所在する指定医療機関において 

  指定診療科を担当する医師の業務（以下「特定 

  医師業務」という。）に継続して従事した期間 

  （以下「継続従事期間」という。）が、特定期 

  間に達したとき。 

  ア 大学を卒業した日（同日の属する年度内に 

   実施された医師法第９条に規定する医師国家 

   試験に合格しなかった場合にあっては、同日 

   から起算して１年を経過する日）の属する月 

   の末日（災害、負傷、疾病その他規則で定め 

   るやむを得ない事由（以下この条において 

   「災害等」という。）が生じた場合にあって 

   は、知事が定める日）までに医師法第16条の 

   ２第１項に規定する臨床研修に関する省令 

   （平成14年厚生労働省令第158号）第３条第１ 

   号の基幹型臨床研修病院として医師法第16条 

   の２第１項の規定による指定を受けた病院で 

   あって、県内に所在するものが作成した臨床 

   研修プログラムに基づく臨床研修を受けるこ 

   とが決定し、当該  臨床研修を修了したと 

   き。 

  イ （略） 

 ⑵   （略） 

２ （略） 

 

（略） 

 

（新規） 
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 と、同号ア中「までに特定臨床研修」とあるのは 

 「までに医師法第16条の２第１項に規定する臨床 

 研修に関する省令第３条第１号の基幹型臨床研修 

 病院として医師法第16条の２第１項の規定による 

 指定を受けた病院が作成した臨床研修プログラム 

 に基づく臨床研修」と、「当該特定臨床研修」と 

 あるのは「当該臨床研修」とする。 

（神奈川県産科等医師修学資金貸付条例の廃止に伴 

う経過措置） 

４ 施行日前にこの条例による廃止前の神奈川県産 

 科等医師修学資金貸付条例の規定により神奈川県 

 産科等医師修学資金の貸付けの決定を受けた者に 

 ついては、なお従前の例による。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が 

 令和２年３月31日までにキャリア形成プログラム 

 を選択した場合における当該者に係る神奈川県産 

 科等医師修学資金の貸付けの休止及び廃止、返 

 還、返還債務の免除、返還の猶予並びに延滞利息 

 の徴収については、新条例第７条から第14条まで 

 の規定を準用する。この場合において、新条例第 

 10条第１項第１号中「キャリア形成プログラム」 

 とあるのは「修学資金の貸付けを受けた者がキャ 

 リア形成プログラムを選択した後にあっては同プ 

 ログラム」と、「、特定臨床研修」とあるのは 

 「、医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修 

 に関する省令第３条第１号の基幹型臨床研修病院 

 として医師法第16条の２第１項の規定による指定 

 を受けた病院が作成した臨床研修プログラムに基 

 づく臨床研修」と、同号ア中「までに特定臨床研 

 修」とあるのは「までに医師法第16条の２第１項 

 に規定する臨床研修に関する省令第３条第１号の 

 基幹型臨床研修病院として医師法第16条の２第１ 

 項の規定による指定を受けた病院が作成した臨床 

 研修プログラムに基づく臨床研修」と、「当該特 

 定臨床研修」とあるのは「当該臨床研修」と読み 

 替えるものとする。 
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２ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期目標 新旧対照表 

変 更 後 現    行 

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項 

（略） 

８ 各病院の主な機能 

（略） 

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項 

（略） 

８ 各病院の主な機能 

（略） 

(6) 各病院の病床数について  

病院名 病床数 

(略) (略) 

こども医療センター 430 

(略) (略) 
 

(6) 各病院の病床数について  

病院名 病床数 

(略) (略) 

こども医療センター 419 

(略) (略) 
 

 


